
 

 

 

報道機関各位                           令和３年７月９日 

北九州市財政課 
 

 

１ 公債償還基金における債券の運用 
  

 本市では、将来の公債償還に備えるための財源を積み立てる「公債償還基金」を保有し

ていますが、償還が到来するまでの期間、長期運用が可能なため、国債、地方債、公的団

体（地方公共団体金融機構等）の債券購入を行っており、地方自治法等の規定を踏まえた

安全且つ効率的な運用に努めています。 

 

２ 基金運用における ESG債券の優先的購入及び投資表明について 
 

   近年、ESG 投資が急拡大する中、投資家が ESG 債券(※)を積極的に購入し、 

『投資表明』を行う動きが広まっています。SDGｓのトップランナーを目指す本市とし

ても、令和３年７月以降、債券購入に当たっては、安全性や効率性に十分に配慮しなが

ら、「グリーンボンド」「ソーシャルボンド」「サステナビリティボンド」といった ESG 債

券を優先的に購入することとし、購入の際には、『投資表明』を行い、持続可能な社会づ

くりへの貢献を内外に発信します。 

※ESG 債券：調達資金が ESG（環境対応、社会貢献、企業統治）に貢献する事業に充当

される債券 

 

『投資表明』とは、投資家（債券購入団体）が SDGs を推進する取組みとして、ESG 

債券の購入を行うことで、持続可能な社会の形成に寄与し、社会的使命・役割を果たしてい

くことを対外的に公表することです。 
 
 
 
 
 
（参考：今後購入予定の ESG債券のイメージ）  

   〇公共部門が発行する ESG 債 

    ・他の自治体が発行する地方債 

・地方公社債（地方道路公社、地方住宅供給公社 等）  

・財投機関債（高速道路会社、住宅金融支援機構、都市再生機構 等） 

    

   なお、今後 ESG 債券を購入した際には、『投資表明』を行うこととし、市のホームペ

ージにその内容を掲載していきます。 
 
 

【お問い合わせ先】 

  北九州市財政局財政課 德永（課長）、岩﨑（係長） 

   TEL：０９３－５８２－２００３ 

市政、経済・金融記者クラブ同時配布 

基金運用における SDGｓ推進の取組（ESG投資）について 
（ESG債券を優先的に購入し、 『投資表明』を行います） 


